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第１章 はじめに 

 

１．公共施設等総合管理計画策定の経緯 

 

入善町では、教育や福祉、文化など様々な目的や時代のニーズに応じて、多くの公共施設

や道路、下水道等のインフラ施設を整備し、維持管理してきました。 

しかし、多くの自治体と同様に、これまでに整備してきた公共施設等の老朽化が進行し、

今後、多くの施設が改修・更新時期を一斉に迎えることとなり、多額の維持更新費用が必要

となることが予測されます。 

一方で、財政的には、長期的な人口減少に伴う税収の減少や少子高齢化の進行に伴う扶助

費等の増大、財政状況の伸びが見込まれないなかで、固定費ともいえる公共施設等の維持更

新費をいかに適正な水準に抑えていくかが喫緊の課題となっています。 

こうした中、国においては、平成 25年 11月に、国土強靭化を図るべく「インフラ長寿命

化計画」を定め、翌 26年４月には、公共施設等を総合的かつ計画的に管理するための｢公共

施設等総合管理計画｣を速やかに策定するよう、すべての地方公共団体に対し要請を行いまし

た。 

このような状況を踏まえ、長期的な視点をもって、町所有の全ての公共施設等の更新、統

廃合、長寿命化等を計画的に行うことにより、公共施設等の機能を維持しつつ、最適な配置

を実現し、財政負担を軽減平準化することを目的に『入善町公共施設等総合管理計画』を策

定するものとします。 

なお、本計画では、総務省の公共施設等更新費用試算ソフトを活用し、本町の公共施設等

の実態をできる限り正確に把握することで、将来生じる更新費用を予測し、今後の課題を分

析します。 

さらに、将来負担の軽減を図り、適正な規模の施設で効果的・効率的にサービスを提供す

るため、今後どのように施設を維持していくべきか、また、更新する施設については、どの

ように管理すべきか、基本的な考え方を示し、長寿命化と更新費用の平準化を両立すること

とします。 
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２．本計画の対象施設 

 

本計画の対象施設は、役場庁舎や学校等の公共施設や道路・橋りょう、上・下水道等のイ

ンフラ施設とし、次の分類により町が所有する全ての資産を対象としています。 

なお、河川は適切に維持管理すれば永久に使えるとされ、耐用年数が無限大とされている

ため、更新の概念がないものとして除外します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 1.1 本計画の対象施設 
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表 1.1 本計画の対象施設 

区 分 大分類 中分類 

施設数

量 

（施設） 

施設総延床面

積 

（㎡） 

公共施設 

町民文化系施設 
集会施設 11 8,158.31 

文化施設 3  6,173.86 

社会教育系施設 博物館等 6  2,221.06 

スポーツ・ 

レクリエーション系施設 

スポーツ施設 6  10,668.82 

レクリエーション・観光施設 5  1,089.52 

保養施設 2  5,134.57 

産業系施設 産業系施設 5  5,798.63 

学校教育系施設 学校 8  56,567.62 

子育て支援施設 
保育園・幼稚園 10  7,393.23 

幼児・児童施設 1  651.76 

保健・福祉施設 
高齢福祉施設 3  1,893.38 

保健施設 1  4,498.04 

行政系施設 

庁舎等 2  5,460.58 

消防施設 12  3,352.40 

その他行政系施設 11  1,156.46 

公営住宅 公営住宅 5  17,162.08 

公園 公園 13  784.00 

その他施設 その他施設 23  6,742.39 

合 計 127  144,906.71 

 

区 分 中分類 小分類 
施設数

量 

施設総延床面

積 

（㎡） 

インフラ 

資産 

道路 － 
516,035

ｍ 
2,814,764 

橋りょう － 474橋 17,326  

上水道 簡易水道 18施設 33,566 

下水道  － 3施設 367,885  
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表 1.2.1 公共施設対象施設一覧(1)  
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表 1.2.2 公共施設対象施設一覧(2)  
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表 1.2.3 公共施設対象施設一覧(3)  
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表 1.2.4 公共施設対象施設一覧(4)  
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表 1.2.5 公共施設対象施設一覧(5)  
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３．計画期間 

 

公共施設等の総合的な管理を行うには、施設の更新期間が数十年に及ぶことに加えて、将

来人口や財政の見通しなど、長期的な視点が不可欠であることから、平成 28 年度から平成

68年度までの 40年間を本計画の計画期間とし、10年ごとに計画の見直しを行います。 

また、国の制度等の改正や町の財政状況等により、計画を見直す必要が生じた場合には、

計画期間中においても適宜見直しを行うこととします。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 1.2 計画期間 
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第２章 公共施設等の現況及び将来の見通し 

 

１．公共施設等の現況 

 

（１）公共施設の現況 

① 公共施設の延床面積 

本町が管理する普通会計の公共施設の施設数は 127 施設、総延床面積は 144,906.71

㎡です。 

 

 

 

 

 

学校教育系施設

56,567.62㎡ 39.0%

（8施設）

公営住宅 17,162.08㎡ 11.8%

（5施設）

スポーツ・レクリエーション系施設 16,892.91㎡ 11.7%

（13施設）

町民文化系施設 14,332.17㎡ 9.9%

（14施設）

行政系施設 9,969.44㎡ 6.9%

（25施設）

子育て支援系施設 8,044.99㎡ 5.6%

（11施設）

保健・福祉施設 6,391.42㎡ 4.4%

（4施設）

その他 6,742.39㎡ 4.7%

（23施設）

産業系施設 5,798.63㎡ 4.0%

（5施設）
社会教育系施設 2,221.06㎡ 1.5%

（6施設）

公園 784.00㎡ 0.5%

（13施設）

 

 

図 2.1 公共施設の延床面積 

施設数      127施設 

総延床面積  144,906.71㎡ 
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② 築年度別整備状況 

築年度別延床面積の整備状況をみると、築 30～39年（32.6％）が最も多く、次いで

築 20～29年（22.8％）が多い状況です。 

 

築10年未満

13272.25㎡ 9.2%

(20施設)

築10～19年

28424.41㎡ 19.6%

(35施設)

築20～29年

33026.87㎡ 22.8%

(33施設)

築30～39年

47232.62㎡ 32.6%

(28施設)

築40年以上

22950.56㎡ 15.8%

(11施設)

 

 

 

図 2.2 築年数別割合（延床面積） 
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築20～29年築30～39年築40年以上 築10年未満築10～19年

 

 

図 2.3 築年度別整備状況（施設数） 
※ 平成 27年 3月末現在 

※ 平成 27年 3月末現在 
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③ 耐震化の状況 

本町の公共施設 127施設のうち、昭和 57 年以降の新耐震基準で建てられた施設数は

103 施設で全体の 81.1％を占め、残りの 18.9％がそれ以前の旧耐震基準で建てられた施

設で、施設数は 24施設となっています。 

また、旧耐震基準の公共施設について、施設の耐震化を進めた結果、４施設（3.1％）

については耐震化済であり、残り１施設（0.8％）が未耐震施設となっています。 

 

新耐震基準
（S57～）

103施設

81.1％

旧耐震基準
（～S56）

24施設

18.9％

未耐震施設

１施設

0.8％

耐震化実施済

４施設

3.1％

耐震施設

106施設

83.5％

耐震化不明

２施設

1.6％

新耐震基準を満たす施設

102施設

80.3％

耐震診断不要

17施設

13.4％

耐震補強一部実施

１施設

0.8％

 

 

図 2.4 耐震施設の割合 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 2.5 築年度別耐震状況 

※ 平成 27年 3月末現在 
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（２）インフラ資産の現況 

① 道路の整備状況 

本町が管理する道路は、実延長が 516,035ｍ、面積が 2,814,764㎡であり、延長内訳

は一般道路が 480,344ｍ、自転車歩行者道が 35,691ｍ、農道が 18,655ｍとなっています。 

なお、道路は路線ごとではなく、区間ごとに整備していることから、年度別の整備実

績を算出することが困難となっています。 

 

表 2.1 道路現況 

※ 平成 27年 3月末現在 

種 別 実延長（ｍ） 道路面積（㎡） 

道路 

一般道路 480,344 2,616,721 

自転車歩行者道 35,691 106,551 

農道（舗装済） 18,655 91,492 

合計 516,035 2,814,764 
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② 橋りょう 

本町が管理している橋りょう（林道含む）の本数は 474本で、このうち 15ｍ未満が

461 本、15ｍ以上が 13本となっています。 

また、全橋りょうの総面積は 17,326㎡で、種別ではＲＣ（鉄筋コンクリート）橋が

69.8％を占め圧倒的に多く、次いでＰＣ（プレストレスト・コンクリート）橋の 16.9％

となっています。 

建設年度別では、一般的な橋りょうの耐用年数（60 年）を超えるものはありません。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 2.6 延長別年度別橋りょうの整備状況 
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※ 整備年度不明 1,720

㎡ 
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図 2.7 構造別年度別橋りょうの整備状況 
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③ 水道施設の整備状況 

簡易水道施設の水源はすべて地下水で賄っており、18 施設あります。水道管の総延長

は、33,566ｍあり、ほとんどが家庭へ水を供給する配水管です。 

なお、地元から譲り受けた施設もあることから、建設年度、更新年度が不明な地区も

あり、水道管についても机上で測定したものもあります。 

 

表 2.2.1 簡易水道の現況 

※ 平成 27年 3月末現在 

区分 施設数（施設） 簡易水道管延長（ｍ） 

簡易水道 18 33,566 

※簡易水道の総延長は、図上計測の机上データ 

 

表 2.2.2 上水道の現況 

※ 平成 27年 3月末現在 

簡水名 井戸名 給水区域 
＊整備年

度 
給水人
口 

（人）
※ 

配水管延
長 

（ｍ） 
 

延長（ｍ）
*2 

青木 
簡易水道 

青木保育所水源 青木 
不明 

57 1,082 

椚山 
簡易水道 

幸町水源 幸町 昭和 47年
度 

649 

1,013 

美善町水源 美善町 昭和 49年
度 

1,610 

雇用促進椚山 
水源 

雇用促進椚山 平成３年
度 251 

椚山保育所水源 
椚山保育所 
周辺 

平成 16年
度 
 

野中 
簡易水道 

野中第一水源 

野中・西中・
中沢 

昭和 61年
度 

434 10,286 
野中第二水源 平成４年

度 野中東第一水源 平成 24年
度 野中東第二水源 平成 25年
度 

舟見 
簡易水道 

舟見第一水源 
舟見 

昭和 47年
度 1,111 15,067 

舟見第二水源 昭和 53年
度 

西部 
簡易水道 

西町住宅水源 西町住宅 昭和 47年
度 

453 

655 
児童館水源 児童館周辺 不明 

新上野水源 新上野 昭和 46年
度 

2,037 

役場本庁水源 
役場周辺 

昭和 46年
度 333 

役場車庫水源 昭和 46年
度 入善小学校 

水源 
入善小学校 
周辺 

不明 513 

横山 
簡易水道 

松風団地水源 松風団地 
平成５年
度 160 719 

合計 18施設 
  

2,864 33,566 

※整備年度は、さく井年度
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④ 下水道の整備状況 

下水道管の総延長は、367,885ｍであり、その 97.1％（357,043ｍ）を塩化ビニル管が

占めています。 

また、建設年度別にみると、耐用年数（50年）を超えるものは現時点では存在しませ

ん。 

 

表 2.3 下水道施設の現況 

※ 平成 27年 3月末現在 

区分 施設数（施設） 下水管延長（ｍ） 

下水道施設 3 － 

下水道管 － 367,885 
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区　分 延長 割合

コンクリート管 4,847 m 1.3%
塩ビ管 357,043 m 97.1%
その他 5,995 m 1.6%
合　計 367,885 m 100.0%

  

図 2.8 年度別下水道の整備状況 

 

※ 平成 27年 3月末現在 
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２．人口の現況と今後の見通し 

 

（１）人口の現況 

① 人口の推移 

本町の総人口の推移をみると、平成２年の約30,000人をピークに年々減少しており、

特に平成 22年から平成 26 年にかけて約 1,000人減少しています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 2.9 総人口の推移 

 

② 年齢別人口の推移 

年齢３区分別人口割合の推移をみると、年少人口割合が平成２年の18.1％から平成26

年には 11.0％と減少しています。 

一方、老年人口割合は、平成２年の 16.4％から平成 26年には 32.3％と大幅に増加し

ており、急激に少子高齢化が進行していることがうかがえます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 2.10 年齢３区分別人口割合の推移 

※ 出典：国勢調査及び人口移動調査 

平成２年の 29,625人を 

ピークに減少 

※ 出典：国勢調査及び人口移動調査 
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人口ピラミッドでみても、男女とも 65歳前後の団塊の世代の人口が多く、高齢化が

進行しています。 

一方、25歳前後のいわゆる子どもを産み育てる世代の人口が少なく、今後さらなる少

子化が進むことが懸念されます。 

 

 

 

図 2.11 入善町の人口ピラミッド（平成 26年 10月１日現在） 

 

 

 

 

図 2.12 人口ピーク時の人口ピラミッド（平成２年 10月１日現在） 
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（２）今後の人口の見通し 

国立社会保障・人口問題研究所によると、本町の将来人口は、全国と同様に今後減少す

ると推測されています。将来人口の推計値では、平成 72年には 14,000人台になるものと

予測されています。 

「人口ビジョンにゅうぜん」では、平成 72年の町の将来人口の目標値として 20,000

人を掲げており、人口減少の流れを抑制することとしています。 
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図 2.13 人口の将来見通し 
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３．財政の現況 

 

（１）歳入決算額の推移 

平成 26年度の普通会計決算における歳入総額は 132.8 億円であり、近年は、大型事業

の実施等により増加しています。 

財源内訳は、地方自治体が自由に使える一般財源が平成 26年度決算で 79.8 億円

（60.1％）、使用用途が特定される特定財源が 53.0 億円（39.9％）となっており、一般

財源は概ね横ばいで推移しているのに対して、特定財源は、町債や国庫支出金等を財源と

した大型事業の実施等により、増減しています。 

また、歳入に占める割合が最も大きいのは町税、次いで地方交付税となっており、平成

26 年度決算で町税が全体の 25.6％、地方交付税が 21.8％を占めています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 2.14 歳入決算額の推移 

 

※表示単位未満を四捨五入で記載しているため、各項目の数値と合計値とが一致しない場合があります。 
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（２）歳出決算額の推移 

平成 26年度の普通会計決算における歳出総額は 126.9 億円となっています。 

内訳は、平成 26年度決算で義務的経費が 40.7億円（32.1％）、公共施設や道路・橋り

ょうの整備等に投資的経費が 42.3億円（33.3％）となっています。 

義務的経費のうち人件費は概ね横ばい、公債費は微減傾向にありますが、扶助費は微増

傾向にあります。しかしながら、今後公債費においては、大型事業に掛かる元金の返済が

開始されることから、増加することが予想されています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 2.15 歳出決算額の推移 

 

※表示単位未満を四捨五入で記載しているため、各項目の数値と合計値とが一致しない場合があります。 
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４．公共施設等に係る更新費用の見通し 

 

（１）更新費用の推計方法 

公共施設等にかかる今後の更新費用の試算は、総務省が示す公共施設等更新費用試算ソ

フトにより試算します。推計の前提条件については、項目別に記載します。 

 

（２）公共施設の更新費用の見通し 

① 推計の前提条件 

公共施設の施設分類ごとに、建替え・大規模改修について、更新年数経過後に現在と

同じ延床面積等で更新するものと仮定し、延床面積の数量に更新単価を乗じることによ

り、更新費用を試算します。 

公共施設の更新年数は施設整備後、大規模改修を 30 年、建替えを 60年とします。 

また、大規模改修の積み残しは、建設後 30年以上 50 年未満の施設について、今後

10 年間で均等に大規模改修を行うこととしています。 

大規模改修及び建替えにかかる更新単価は、以下のとおりです。 

 

表 2.4 大規模改修及び建替えにかかる更新単価 

施設分類 大規模改修 建替え 

行政系施設、社会教育系施設、町民文化系施設、産業系施設 25万円／㎡ 40万円／㎡ 

保健・福祉系施設、ｽﾎﾟｰﾂ・ﾚｸﾘｴｰｼｮﾝ系施設、その他施設 20万円／㎡ 36万円／㎡ 

子育て支援系施設、学校教育系施設、公園施設 17万円／㎡ 33万円／㎡ 

公営住宅 17万円／㎡ 28万円／㎡ 

※公共施設等更新費用試算ソフトより 
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② 推計結果 

今後、40 年間の更新費用総額は 562.7億円と試算され、年平均 14.1 億円が必要とな

る見込みです。過去５年間（平成 22～26年度）の年間当たりの更新費用は、15.7億円

であることから、今後は、年間あたりの負担額が減少するものと推計されます。 
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図 2.16 公共施設の更新費用の見通し 
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（３）インフラ資産の更新費用の見通し 

① 道路及び橋りょうの将来の更新費用 

・推計の前提条件 

道路（舗装済の農道を含む）については、年度別の整備実績を示すことが難しいこと

から、道路の総面積を舗装耐用年数（15年）で割り、年平均舗装更新量を算出し、これ

に舗装単価を乗じることにより更新費用を推計します。 

また、橋りょうについては、更新年数を整備後 60年とし、構造別年度別面積に対し

て更新単価を乗じることによって、今後 40年間の更新費用を算出します。 

年度不明分については種別ごとに 60年で割り、年平均更新量を算出し、これに更新

単価を乗じ、各年度に加算します。 

一般道路及び自転車歩行者道並びに橋りょうの構造別更新単価は、以下のとおりです。 

 

表 2.5 道路及び橋りょうの更新単価 

区分 種別 更新単価 

道路 

一般道路 4,700円／㎡ 

自転車歩行者道 2,700円／㎡ 

農道 4,700円／㎡ 

橋りょう 
PC橋・RC橋 425 千円／㎡ 

鋼橋 500 千円／㎡ 

※公共施設等更新費用試算ソフトより 
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・推計結果 

道路（舗装済の農道を含む）及び橋りょうの今後 40 年間の更新費用総額は 410.1 億

円と試算され、年平均で 10.3 億円が必要となる見込みです。過去５年間（平成 22～26

年度）の年間当たりの更新費用は 4.48億円であることから、年間あたりの負担額がこれ

までより 5.82億円増加すると推計されます。 

また、平成 49年度に更新費用がピークを迎えることが予想されます。 
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図 2.17 道路（舗装済の農道を含む）・橋りょうの更新費用の見通し 
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② 上水道（簡易水道）の将来の更新費用 

簡易水道管の更新年数を整備後40年とし、総延長に更新単価を乗じることによって、

更新費用を推計します。なお、簡易水道管は、その整備年度が不明のものが多く存在す

るため、今後 40 年間で均等に費用が掛かるものとして推計します。 

また、上水道処理施設（簡易水道水源）の更新年数は、公共施設の延床面積が把握で

きている１施設を対象に、大規模改修を 30年、建替えを 60年とし、延床面積の数量に

更新単価を乗じることにより、更新費用を試算します。 

上水道（簡易水道）の管路及び施設の更新単価は、以下のとおりです。 

 

表 2.6 上水道の管路及び施設の更新単価 

種別 更新単価 

簡易水道管 － 97千円／ｍ 

上水処理施設（簡易水道水源） 
大規模改修 20万円／㎡ 

建替え 36万円／㎡ 

※公共施設等更新費用試算ソフトを基に簡易水道の状況を考慮し設定 

 

・推計結果 

上水道（簡易水道）の今後 40年間の更新費用総額は、32.76 億円と試算され、年平均

で 0.82億円が必要となる見込みです。 

過去５年間（平成 22～26年度）の年平均更新費用が 0.24億円であることから、年間

あたりの負担額がこれまでより 0.58億円増加すると推計されます。 
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図 2.18 上水道（簡易水道）の更新費用の見通し 
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③ 下水道の将来の更新費用 

・推計の前提条件 

下水道管路の更新年数を整備後 50年とし、管種別年度別延長に更新単価を乗じるこ

とによって、更新費用を推計します。 

また、下水処理施設等の更新年数は、施設整備後、大規模改修を 30年、建替えを 60

年とし、延床面積の数量に更新単価を乗じることにより、更新費用を試算します。 

下水道の管路及び施設の更新単価は、以下のとおりです。 

表 2.7 下水道の管路及び施設の更新単価 

種別 更新単価 

コンクリート管、塩ビ管など － 124千円／ｍ 

更生管 － 134千円／ｍ 

下水処理施設等 
大規模改修 20万円／㎡ 

建替え 36万円／㎡ 

※公共施設等更新費用試算ソフトより 

・推計結果 

下水道の今後 40 年間の更新費用総額は、262.96 億円と試算され、年平均で 6.57 億円

が必要となる見込みです。 

過去５年間（平成 22～26年度）の年平均更新費用が 6.03億円であることから、年間

あたりの負担額がこれまでより 0.54億円増加すると推計されます。 

下水道施設については、約 30年後の平成 60年頃から更新のピークを迎え、また、更

新にかかる費用額が大きいことが推測されます。 

 

 

 

 

 

推計結果 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 2.19 下水道の更新費用の見通し 
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④ インフラ資産全体の更新費用の見通し 

・推計結果 

インフラ資産全体の今後 40 年間の更新費用総額は、705.8億円と試算され、年平均で

17.6 億円が必要となる見込みです。 

過去５年間（平成 22～26年度）の年平均更新費用が 10.8億円であることから、年間

あたりの負担額がこれまでより 6.8億円増加すると推計されます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 2.20 インフラ資産全体の更新費用の見通し 
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（４）公共施設等（公共施設＋インフラ資産）の更新費用の見通し 

公共施設及びインフラ資産の将来の更新費用を合計し、公共施設等の更新費用の総額を

算出します。 

公共施設等の今後 40年間の更新費用総額は、1,268.5 億円と推計され、年平均で 31.7

億円が必要となる見込みです。 

過去５年間（平成 22～26年度）の年平均更新費用が 26.4 億円であることから、今後は、

年間あたりの負担額が 5.3 億円増加すると推計されます。施設種別ごとに更新時期のピー

クは少しずつ異なりますが、全体的には 23年後の平成 60年度頃から更新費用のピーク

を迎えると推測されます。 
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40年間の更新費用総額 1,268.5億円

年平均 31.7億円
単位：億円 過去５年間の更新費用
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図 2.21 公共施設等の更新費用の見通し
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第３章 公共施設等の総合的かつ計画的な管理に関する基本的な方針 

 

１．現状や課題に関する基本的な認識 

 

将来人口の推移や公共施設等の老朽化、財政上の現状や課題を整理すると、以下のとおり

となります。 

 

（１）人口減少・少子高齢化への対応 

全国的な傾向と同様に、本町においても人口減少や少子高齢化の進行が見込まれ、今後、

人口構成が大きく変化することが予測されます。 

一方、子育てサービスや学校教育へのニーズの多様化、高齢者の生きがい対策、健康増

進の需要が高まるなど、公共施設への要求が変化することが予想されます。 

このため、こうした状況変化に対応した適正な公共施設等の総量規模や配置を検討し、

町民ニーズに適切に対応していく必要があります。 

 

（２）公共施設等の改修・更新等への対応 

本町では、築 30年以上経過した公共施設の延床面積が約 48％を占めるなど、過去に整

備を進めてきた公共施設等の老朽化が進んでいます。 

今後、これらの公共施設等の改修・更新等の費用が発生することが見込まれ、従来と同

様に改修・更新等への投資を継続していくと町の財政を圧迫し、他の行政サービスに重大

な影響を及ぼす可能性が出てくることが予想されます。 

このため、今後はこのような状況を回避するためにも、改修・更新等にかかる費用を抑

制するとともに、平準化させていくことが必要です。 

 

（３）厳しい財政事情への対応 

今後、人口の減少に伴い、町税収入等一般財源の減少が予想されることに加えて、高齢

化に伴う扶助費等の義務的経費の増加に伴い、町の財政状況は厳しさを増すことが予想さ

れ、投資的経費及び維持管理費に充当される財源の確保も厳しくなることが予想されます。 

このため、公共施設等の管理・運営にかかる費用を効率的に縮減し、なおかつ一定水準

の行政サービスの維持を図っていくことが大きな課題となります。 
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２．公共施設等の管理に関する基本的な考え方 

 

前項の現状や課題に関する基本的な認識を踏まえ、今後、公共施設等を町民及び町の貴重

な資産と捉え、町全体として最適化を図りつつ、効果的にマネジメントするために、次の３

つの指針を基本的な考え方とします。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

公共施設等を中長期にわたって適正に管理するために、点検・診断に基づ

き、破損する前から計画的な維持管理と修繕を実施する「予防保全型」の管

理を行い、施設の状態を良好に保つことで、大規模改修や建替えの更新期間

を伸ばし、財政負担の軽減を図ります。 

人口減少や少子高齢化等に伴う町民ニーズを的確に捉え、施設の複合化や

用途変更、統廃合等を推進することにより、保有施設の適正配置に取り組み

ます。 

また、公共施設のあり方や必要性について、町民ニーズや費用対効果等の

面から総合的に評価を行い、施設保有量の適正化を実現します。 

今後も継続的に利活用していく施設については、定期的な点検・診断を実

施し、計画的な維持修繕を徹底し、長寿命化を推進することにより、長期に

わたる安心・安全なサービスの提供に努めるとともに、財政負担の軽減と平

準化を図ります。 

       施設保有量の適正化 基本方針２ 

       施設の長寿命化の推進 基本方針３ 

       計画的・効率的な維持管理・更新の推進 基本方針１ 
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（１）点検・診断等の実施方針 

・点検・診断については、公共施設等の安全性能や耐久性能、機能性能等を定期的に点検

することで、経年的な施設状況の把握に努め、利用者の安全を確保します。 

・現在、実施しているチェックリストを用いた建物点検について、年１回の点検を年２回に

増やします。 

・また、法定点検以外にも、定期的な点検及び日常的な点検を実施し、公共施設等の損傷

や設備の異常等の早期発見に努めます。 

・災害時の緊急点検については、避難所に指定されている公共施設や避難路等を優先的に実

施するように努めます。 

・道路や橋りょう等のインフラ施設については、国や県等の定める各種点検マニュアル等に

準拠して適切な点検・診断を実施し、各種長寿命化計画の策定に活用します。 

・台帳に、整備・修繕・更新の記録を引き続き行います。 

・整備・修繕・更新及び点検を記録し、その記録を集積・蓄積することで、今後の維持管理・

修繕・更新を含む老朽化対策等に活用していきます。 

 

（２）維持管理・修繕・更新等の実施方針 

・公共施設等の維持管理は、損傷が発生してから大規模な修繕を行う「事後保全型」と点検・

診断結果に基づき、損傷する前からこまめに補修を行っていく「予防保全型」があり、今

後は「予防保全型」の考え方を重視し、施設機能の管理水準を維持します。 

・また、「予防保全型」に取り組むことで突発的な改修工事等を減らし、財政負担の平準

化を図ります。 

・さらに、施設の整備、維持管理等の運営については、現在行っている指定管理者制度に

よる運営をはじめ、民間活力の導入の検討を行います。 

・なお、建替えや大規模改修の際には、類似施設との集約化、他施設との複合化、用途の

見直しを検討し、安易に従前どおりの建替えを行うことのないように留意します。 

・道路や橋りょう等のインフラ施設については、長寿命化計画等に基づいた修繕・更新を

計画的に実施することで、住民サービスの著しい低下を招かないための老朽化対策と安

全管理を推進します。 
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（３）安全確保の実施方針 

・公共施設等の安全確保のため、施設管理者による巡回及び定期点検を実施します。 

・定期的な点検により危険性が認められた公共施設等については、費用面、利用状況、優先

度を踏まえて、修繕・改修等により安全性の確保を図っていきます。 

・危険性が認められた公共施設等については、使用中止、立ち入り禁止等の措置も含めて、

当該施設の存続の在り方を検討します。 

・既に老朽化により供用廃止された施設については、長期間放置して施設事故等を誘発する

ことのないよう、巡回及び定期点検を実施します。又、今後とも利用見込みのない施設に

ついては、施設の解体撤去等も検討していきます。 

 

（４）耐震化の実施方針 

・本町では、町有公共施設については、「入善町耐震改修促進計画」に基づき、耐震診断・

耐震改修等を実施し、施設の耐震化を計画的に進めています。 

・今後とも、各公共施設等の重要性や劣化状況等の個別事情を踏まえつつ、国の定める耐

震基準を遵守して適切な耐震化を実施します。 

・特に、多数の町民が利用する施設を中心に、災害時における拠点施設や避難所に指定さ

れている施設、町民の生活を支える重要なライフラインである施設については、優先的

に実施を検討します。 

・現状において利用が少なく、老朽化が進み耐震性のない施設については、施設の廃止を

検討します。 

・道路や橋りょう等についても、施設の崩壊が人命に関わる事故に繋がるため、優先的に

耐震化対策を進めていきます。 

 

（５）長寿命化の実施方針 

・本町では、今後、公共施設及びインフラ施設の長寿命化を図り、ライフサイクルコスト

の縮減を目指します。 

・今後も継続して活用する公共施設等については、事後保全型の維持管理手法から予防保全

型の維持管理手法に転換し、施設の管理水準を適切に保ちながら、長寿命化を図ります。 

・既に長寿命化計画が策定されている公共施設等については、各計画の内容に準じて継続的

に見直しを行い、維持管理、修繕、更新等を実施します。 

・今後新たに策定する個別の長寿命化計画については、本計画の方向性との整合を図るもの

とします。 

・道路・橋りょう等のインフラ施設については、施設の長寿命化による財政負担の縮減効果

が大きく見込めることから、既存ストックを最適に維持管理していくために個別の長寿命

化計画や本計画によって、計画的に施設の保全に努めていきます。 
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（６）統合や廃止の推進方針 

・将来的な人口動向や少子高齢化等の社会情勢、町民ニーズの変化等を踏まえ、これまで果

たしてきた公共施設等の機能を検証し、保有総量の適正化の観点から、施設の統廃合を検

討していきます。 

・現在の規模や機能を維持したまま更新することが不適当と判断される施設については、他

用途の公共施設との複合化、転用等の検討を行います。 

・統廃合の実施に当たっては、地元住民への十分な情報提供と調整等を図り、住民サービス

の著しい低下を招かないように努めます。 

・インフラ施設についても、必要性を十分に精査し、将来コストを見据えた保有量に抑えま

す。 

 

（７）総合的かつ計画的な管理を実現するための体制の構築方針 

① 推進体制の構築 

・今後、公共施設等を良好な状態で保持し、将来に引き継いでいくためには、各部局が所

管する公共施設等に関する様々な情報について、横断的かつ一元的な管理を行うととも

に、公共施設等を効率的かつ効果的に維持管理することが必要となります。 

・このため、各所管課による縦割りを超えて、総合的な視点で計画的な維持管理を実現す

るための体制の構築を図ります。 

・また、外部の有識者や専門家、町民を構成員とする委員会を設置するなど、幅広く意見

を聴取できる体制の構築を検討します。 

② 施設情報の一元管理 

・公共施設等に関する情報の全庁的な一元管理を行うため、資産台帳にデータを統合・一元

管理するとともに、データベースの構築を図ります。また、毎年度内容の更新を行います。 

③ 職員の意識改革の推進 

・全庁的に公共施設マネジメントを推進していくためには、職員一人ひとりが問題意識を持

って取り組んでいく必要があるため、公共施設等の施設管理に関することや公共施設マネ

ジメントの在り方、コストに対する意識向上のための研修会を開催することにより、職員

の意識啓発を図ります。 
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３．フォローアップの実施方針 

 

（１）ＰＤＣＡマネジメントサイクル 

・本計画の推進にあたっては、ＰＤＣＡサイクルを取り入れ、Ｐlan（計画）→Ｄo（実行）

→Ｃheck（評価）→Ａction（改善）を意識することにより、計画自体を継続的に改善し

ていきます。 

・評価の結果、老朽化の状況や利用者のニーズに変化が認められた場合などは、必要に応

じた改善を行っていくとともに、計画の見直しも検討します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 3.1 公共施設等総合管理のＰＤＣＡサイクルイメージ 

 

（２）町民及び議会への情報提供 

・町民への積極的な情報開示により、公共施設等の現状や課題を共有し、将来のあり方に

ついて意見交換を行いながら、計画を推進していきます。 

・また、議会に対しても適宜情報を提供します。 

 

 

 
Ｐlan：計画 

（本計画の策定・見直し） 

 
Ｄｏ：実行 

（各計画について実行） 

 
Ｃheck：評価 

（資産の評価・検証） 

 
Ａction：改善 

（資産の修繕・更新） 

 

 公共施設等 

総合管理計画 
 資産関連 

データベース 
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第４章 施設類型ごとの管理に関する基本的な方針 

 

第３章の公共施設等の管理に関する基本的な方針に基づき、対象とする公共施設・インフ

ラ資産の施設類型ごとに、その特性を踏まえて管理に関する基本的な方針を以下に示します。 

 

１．町民文化系施設 

（１）現状と課題 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（２）今後の管理方針 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

集会施設 

公民館は各地区にあり、地区住民のコミュニティの場として利用されるとともに、すべ

ての施設が避難所に指定されています。また、２施設は昭和 60年に建築され、建築から

31 年が経過しています。 

文化施設 

入善町町民会館は、ホール、中央公民館、図書館等からなる複合施設で、年間 17万人

の利用があり、町文化の中心的な施設として位置付けられます。維持管理については、外

壁工事やトイレの改修など計画的に改修を行っており、平成 16年度より、指定管理者制

度を導入しました。 

しかしながら、建築から 31 年が経過しており、今後、設備の老朽化による改修の必要

性があります。 

集会施設・文化施設 

■基本方針 

・施設の定期的な点検・診断調査を継続して実施し、施設の状態を把握するとともに、

施設の劣化や不具合の早期発見に努め、予防的な対策を実施します。 

・維持管理・修繕等に際しては、トータルコストを把握し、その縮減に努めるとともに、

それらに係る年度ごとに平準化した計画的な予算の運用を図ります。 

・地区の拠点である公民館は、計画的に長寿命化あるいは更新していきます。 

・老朽化した入善町町民会館については、計画的に改修していきます。 

① 短期方針 

・31 年を経過した公民館については、長寿命化あるいは更新について検討を行いま

す。 

・町民会館のホール舞台・客席の改修、館内空調設備・給排水管の改修等にあたっ

ては、多額の費用が見込まれることから、状況・状態を詳細に把握し、優先順位

をつけて計画的に行います。 

② 長期方針 

・老朽化した公民館については、計画的に長寿命化あるいは更新していきます。 

・町民会館の長寿命化を図り、適正に管理していきます。 
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２．社会教育系施設 

 

（１）現状と課題 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（２）今後の管理方針 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

博物館等 

平成７年度建築の杉沢の沢スギ学習施設は、昭和 48 年に国の天然記念物に指定された

杉沢の沢スギについて学習できる施設で、県内外から年間３万人の利用があります。平成

26～28 年度にかけては、国庫補助等を利用して床面の改修や塗装等の再整備を行ってい

ます。 

下山芸術の森は、平成６年に「旧黒部川第二発電所」を北陸電力株式会社より譲り受け、

美術館としてリニューアルした施設です。後世に残すべき貴重な文化遺産と認められ、平

成８年に国の「登録有形文化財」に指定されました。しかしながら、利用者から活用方法

に対する要望もあり、今後、ソフト施策の充実を検討する必要があります。管理について

は、指定管理者制度を導入しています。 

明治記念館については、現在利用しておらず、今後、保存・保全及び活用方法の検討

が必要です。 

博物館等 

■基本方針 

・施設の定期的な点検・診断調査を継続して実施し、施設の状態を把握するとともに、

施設の劣化や不具合の早期発見に努め、予防的な対策を実施します。 

・維持管理・修繕等に際しては、トータルコストを把握し、その縮減に努めるとともに、

それらに係る年度ごとに平準化した計画的な予算の運用を図ります。 

・明治記念館は、現在利用しておらず、今後、保存・保全及び活用方法を検討します。 

① 短期方針 

・杉沢の沢スギ学習施設は、今後も定期的なメンテナンスを実施します。また、木

道については、雨後に滑りやすいことから、材質等について有識者等の意見も伺

いながら、改修の検討を進めます。 

・下山芸術の森の一部老朽化している施設については、安全に利用できるよう、適

宜修繕を行います。 

② 長期方針 

・基本方針に基づき、適正に管理していきます。 

・未利用施設の保存・保全及び活用方法を検討します。 



第４章 施設類型ごとの管理に関する基本的な考え方  

- 39 - 

３．スポーツ・レクリエーション系施設 

 

（１）現状と課題 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

スポーツ施設 

スポーツ施設については、町営プール１施設、体育館３施設、武道館１施設、陸上競

技場１施設を保有しています。 

町営中央プールは、老朽化に伴い今年度に取壊し予定です。 

総合体育館は、建築から 24 年が経過しており、現在、長寿命化計画を策定中であり、

今後、計画に基づき改修を行う予定です。また、管理については、指定管理者制度を導

入しています。 

陸上競技場は、平成 15年度に走路の改修やスタンドの設置を行いましたが、走路につ

いては、利用者が多く劣化が進んでいる状態です。 

テニスコートは、平成２年度に全天候型に改修し、その後 25年以上が経過しているこ

とから、老朽化が進んでいる状態です。 

レクリエーション・観光施設 

レクリエーション・観光施設については、トイレ、東屋等の施設や屋内ゲートボール

場など、計５施設があります。このうち、山の本陣は、平成 28年度中に屋根の補修工事

を予定しています。 

保養施設 

入善町里山温泉観光施設（バーデン）は、平成 23年度に町が民間から買い上げた施設

で、平成２年に建築され、26年が経過していることから、大規模な修繕や改築を終え、

現在、指定管理者制度を導入し運営しています。 

いろり館は、今年度、屋根の葺き替え工事を予定しています。 
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（２）今後の管理方針 

スポーツ施設 

■基本方針 

・施設の定期的な点検・診断調査を継続して実施し、施設の状態を把握するとともに、

施設の劣化や不具合の早期発見に努め、予防的な対策を実施します。 

・維持管理・修繕等に際しては、トータルコストを把握し、その縮減に努めるととも

に、それらに係る年度ごとに平準化した計画的な予算の運用を図ります。 

・利用者のニーズや利用状況を把握しながら、規模や配置の最適化を図ります。 

・総合体育館や陸上競技場等は、長寿命化計画に基づき、計画的に改修を行います。 

・町営プールは、今後、学校プ－ルとして整備予定です。 

① 短期方針 

・基本方針に基づき、適正に管理していきます。 

・総合体育館や陸上競技場等は、長寿命化計画に基づき、計画的に改修を行いま

す。 

② 長期方針 

・基本方針に基づき、適正に管理していきます。 

・利用者のニーズや利用状況を把握しながら、規模や配置の最適化を図ります。 

レクリエーション・観光施設 

■基本方針 

・点検・診断や維持管理・修繕等の考え方に従い、予防的管理を行うことで長寿命化

を図ります。 

・利用者のニーズや利用状況を把握しつつ、最適な環境を確保するため、適正に管理

していきます。 

① 短期方針 

・基本方針に基づき、適正に管理していきます。 

② 長期方針 

・基本方針に基づき、適正に管理していきます。 

保養施設 

■基本方針 

・施設の定期的な点検・診断調査を継続して実施し、施設の状態を把握するとともに、

施設の劣化や不具合の早期発見に努め、予防的な対策を実施します。 

・維持管理・修繕等に際しては、トータルコストを把握し、その縮減に努めるとともに、

それらに係る年度ごとに平準化した計画的な予算の運用を図ります。 

① 短期方針 

・来客者が安全に安心して、快適に利用できる施設とするため、施設管理者と密に

連携し、施設の劣化や不具合の早期発見に努めるとともに、計画的な修繕や施設

の維持管理を行うことで、維持管理費の平準化を図ります。 
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② 長期方針 

・入善町里山温泉観光施設（バーデン）は、町の観光宿泊拠点施設であることから

年々来客者が増加しており、今後も多くの来客者を受け入れるため、施設の長寿

命化はもとより、利用者の利用状況やニーズを十分に検証し、それに応じた計画

的な施設改修について検討していきます。 

・いろり館については、定期点検により、効率的かつ計画的な維持管理と修繕を継

続し、施設の状態を維持していきます。 
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４．産業系施設 

 

（１）現状と課題 

 

 

 

 

 

 

 

（２）今後の管理方針 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

産業系施設 

入善まちなか交流施設うるおい館は、イベントや会議等で年間約 12万人の利用があり

ます。また、管理については、指定管理者制度を導入しています。 

入善漁港蓄養施設と海洋深層水関連３施設は、いずれも建築から 15年以上が経過した

ことや海水を扱う施設であることから、計画的なメンテナンスが必要となっています。 

産業系施設 

■基本方針 

・施設の定期的な点検・診断調査を継続して実施し、施設の状態を把握するとともに、

施設の劣化や不具合の早期発見に努め、予防的な対策を実施します。 

・維持管理・修繕等に際しては、トータルコストを把握し、その縮減に努めるととも

に、それらに係る年度ごとに平準化した計画的な予算の運用を図ります。 

① 短期方針 

・施設管理者との連絡を密にしながら施設の状態を把握し、施設の不具合等の早期発

見に努めるとともに、必要に応じた修繕を計画的に実施していくことにより、維持

管理費の平準化を図ります。 

② 長期方針 

・基本方針に基づき、適正に管理していきます。 
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５．学校教育系施設 

 

（１）現状と課題 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（２）今後の管理方針 

 

学校 

学校施設については、現在、小学校６校、中学校２校の計８校を有しています。学校

規模の適正化により、すべての学校が教育効果を十分に発揮出来るよう、平成 22年度か

ら入善中学校と舟見中学校を統合し、現行の学校数となりました。 

また、建築年度は、昭和 36 年に建築され築後 54 年が経過する入善中学校から、平成

８年度建築の桃李小学校までさまざまですが、いずれの小中学校においても建物の老朽

化が進んでいます。 

そのため、入善中学校、入善西中学校、黒東小学校、上青小学校については、大規模

改修工事を行うことにより、順次施設の長寿命化を図ってきました。 

また、大規模改修から 20年近く経過した施設もあり、今後、再整備計画の検討が必要

です。なお、すべての学校は耐震化済です。 

学校 

■基本方針 

・施設の定期的な点検・診断調査を継続して実施し、施設の状態を把握するとともに、

施設の劣化や不具合の早期発見に努め、予防的な対策を実施します。 

・維持管理、修繕等に際しては、トータルコストを把握し、その縮減に努めるととも

に、それらに係る年度ごとに平準化した計画的な予算の運用を図ります。 

・子どもたちが安心して学習できるよう、施設の管理水準の維持に努めます。 

・施設の更新に際しては、環境やバリアフリーに配慮した施設整備を進めます。 

・建築後 30年が経過した施設は、順次、大規模改修を行います。 

・老朽化した施設は、耐用年数を把握し、長寿命化及び更新を検討します。 

① 短期方針 

・築後 30年以上経過する小学校については、大規模改修を行い、建物の長寿命化を

図ります。 

② 短期方針 

・学校規模の適正化により、すべての学校が教育効果を十分に発揮できるよう、児

童生徒数の推移を注視しながら、建物の更新について検討します。 
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６．子育て支援施設 

 

（１）現状と課題 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（２）今後の管理方針 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

保育所・幼稚園 

保育所については、現在、町内に 10施設設置しており、全てが町営となっています。 

平成 18年３月策定の「入善町次世代育成支援対策施設整備計画基本構想」に基づき、

施設の老朽化はもとより、少子化の状況や保育ニーズの多様化等に対応するため、統合整

備を進めています。 

幼児・児童施設 

入善児童センターは、地域の子育て支援と親子交流の場として利用されており、施設内

に入善町子育て支援センターを開設しているほか、入善小学校区の学童保育の場としても

使用されています。 

保育園・幼稚園、幼児・児童施設 

■基本方針 

・施設の定期的な点検・診断調査を継続して実施し、施設の状態を把握するとともに、

施設の劣化や不具合の早期発見に努め、予防的な対策を実施します。 

・子どもたちが安全に利用できるような管理水準を維持します。 

・維持管理・修繕等に際しては、トータルコストを把握し、その縮減に努めるととも

に、それらに係る年度ごとに平準化した計画的な予算の運用を図ります。 

・老朽化した施設については、「入善町次世代育成支援対策施設整備計画基本構想」に

基づき、統合整備を計画的に進めていきます。 

・多様化する子育てニーズを把握し、手厚い子育て支援をしていきます。 

① 短期方針 

・保育所については、現在、入善小学校下の東部、西部、南部の３保育所を統廃合し

た入善統合保育所（仮称）の整備を進めており、平成 30 年４月開所を目指してい

ます。それにより、南部保育所は平成 29 年３月に、東部及び西部保育所は、平成

30年３月に廃止します。 

・保育所については、１小学校下１保育所を基本とし、地元との協議が整った箇所

から順次、計画的に統合保育所の整備を進めます。 

② 長期方針 

・基本方針に基づき、適正に管理していきます。 

・入善児童センターは、今後も継続的に利活用するため、長寿命化を図ります。 
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７．保健・福祉施設 

 

（１）現状と課題 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（２）今後の管理方針 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

高齢福祉施設 

入善町老人福祉センターは、高齢者の交流の場として利用されていますが、利用人数は

年々減少傾向にあります。また、昭和 58年代に建築された施設であることから老朽化が

進行しており、今後のあり方について検討する必要があります。 

保健施設 

入善町健康交流プラザサンウェルは、町における健康増進の場や情報交流の場として利

用されています。 

しかしながら、建築年数の経過に伴い、年々修繕料が増額しており、更には、施設デザ

インの特殊性により、一般的な施設の修繕料よりも高額となる傾向にあります。 

高齢福祉施設・保健施設 

■基本方針 

・施設の定期的な点検・診断調査を継続して実施し、施設の状態を把握するとともに、

施設の劣化や不具合の早期発見に努め、予防的な対策を実施します。 

・維持管理・修繕等に際しては、トータルコストを把握し、その縮減に努めるととも

に、それらに係る年度ごとに平準化した計画的な予算の運用を図ります。 

・老朽化した入善町老人福祉センターは、今後の施設のあり方も含めて検討します。 

① 短期方針 

・基本方針に基づき、適正に管理していきます。 

・入善町老人福祉センターは、今後の施設のあり方も含めて検討します。 

② 長期方針 

・基本方針に基づき、適正に管理していきます。 
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８．行政系施設 

 

（１）現状と課題 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（２）今後の管理方針 

庁舎 

役場庁舎は、昭和 46年度に建築され、建築後 45年が経過し、庁舎の老朽化が著しい

ことから、平成 25、26年の２ヵ年で外壁改修工事を行いました。 

しかし、耐震基準を満たしておらず、災害時には防災活動の拠点ともなる重要な施設

であることから、今後の耐震化が喫緊の課題です。 

消防施設 

消防施設については、防災センター１施設、消防分団 11施設を設置しています。 

入善町消防防災センターは、平成 26年に建築され、消防署と防災センターの機能が一

体となった複合施設で、町の消防防災活動拠点です。 

消防分団は、町民の安全に不可欠な施設であり、消防活動の維持のため適切に管理して

いますが、２施設が建築されてから 30年以上経過しています。 

その他行政系施設 

その他行政施設については、水防倉庫４施設、防災倉庫４施設、車庫３施設を設置して

います。これらの施設は、備品等の管理に必要不可欠なことから、適正に維持・管理する

ことが重要となります。 

庁舎 

■基本方針 

・役場庁舎の耐震化あるいは更新について、具体的に検討していきます。 

・施設の定期的な点検・診断調査を継続して実施し、施設の状態を把握するとともに、

施設の劣化や不具合の早期発見に努め、予防的な対策を実施します。 

・維持管理・修繕等に際しては、トータルコストを把握し、その縮減に努めるととも

に、それらに係る年度ごとに平準化した計画的な予算の運用を図ります。 

① 短期方針 

・役場庁舎の耐震化あるいは更新について、具体的に検討していきます。 

② 長期方針 

・検討を踏まえて、計画的に整備を進めます。 
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消防施設 

■基本方針 

・円滑な消防・防災活動を実施できるよう、日常的な点検・診断や維持管理・修繕を

行い、管理水準を維持しながら施設の長寿命化を図ります。 

・消防施設の更新にあたっては、町民の生命と財産を守るため、災害や火災が発生し

た場合に即応できるよう、人口や周辺環境の変化も勘案しながら、規模や配置を含

めて検討します。 

・老朽化した施設については、計画的に更新していきます。 

① 短期方針 

・基本方針に基づき、適正に管理していきます。 

・経過年数や耐用年数、老朽化の状況を考慮し、計画的に更新を進めます。 

② 長期方針 

・基本方針に基づき、適正に管理していきます。 

・経過年数や耐用年数、老朽化の状況を考慮し、計画的に更新を進めます。 

その他行政系施設 

■基本方針 

・施設の定期的な点検・診断調査を継続して実施し、施設の状態を把握するとともに、

施設の劣化や不具合の早期発見に努め、予防的な対策を実施します。 

・維持管理、修繕等に際しては、トータルコストを把握し、その縮減に努めるととも

に、それらに係る年度ごとに平準化した計画的な予算の運用を図ります。 

① 短期方針 

・基本方針に基づき、適正に管理していきます。 

② 長期方針 

・基本方針に基づき、適正に管理していきます。 
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９．公営住宅 

 

（１）現状と課題 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（２）今後の管理方針 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

公営住宅 

町内の公営住宅管理戸数は、５団地 289戸となっています。（うち特定公共賃貸住宅：

６戸、定住促進住宅：32戸）このうち、２団地については、建築から 40年近くが経過

し、大規模改修が未実施であることから老朽化が進行しています。 

町では、社会経済情勢の変化に伴う人口・世帯数の減少や少子高齢化の進行、人口の

転出超過等を踏まえ、多様化する住宅需要に応えるため、「入善町住まい・まちづくり

計画」を作成し、町民の居住の安定、公営住宅の適切な維持管理はもとより、特に若者・

子育て世代の定住促進を目標として、計画的な整備を行っています。 

公営住宅 

■基本方針 

・施設の定期的な点検・診断調査を継続して実施し、施設の状態を把握するとともに、

施設の劣化や不具合の早期発見に努め、予防的な対策を実施します。 

・維持管理・修繕等に際しては、トータルコストを把握し、その縮減に努めるとともに、

それらに係る年度ごとに平準化した計画的な予算の運用を図ります。 

・町民の住居の安定的な供給とともに、定住促進の観点から、計画的に整備を進めます。 

① 短期方針 

・老朽化が進行している公営住宅については、今後、方向性について具体的に検討

していきます。 

・町民の住居の安定的な供給とともに、定住促進の観点から、雇用促進住宅くぬぎ

やま宿舎を買取・整備します。 

② 長期方針 

・長期的に活用するストックについては、長寿命化を図るため、計画的な修繕を実

施します。 

・日常の点検等による適期修繕の実施により、効率的な維持管理に努めます。 
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10．公園 

 

（１）現状と課題 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（２）今後の管理方針 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

公園施設 

公園は、町民の健康増進や憩いの場として重要な施設であり、地域住民の協力を得なが

ら、施設の適切な維持管理に努めています。 

また、町内の都市公園 30箇所は、緊急避難場所に指定されています。 

入善町中央公園は、施設の老朽化対策や機能の充実に向けて、現在、整備計画を策定中

です。 

公園のトイレについては、昭和 40～50年代に設置され、老朽化が進行しているものに

ついては、計画的に更新しています。 

公園施設 

■基本方針 

・施設の定期的な点検・診断調査を継続して実施し、施設の状態を把握するとともに、

施設の劣化や不具合の早期発見に努め、予防的な対策を実施します。 

・維持管理・修繕等に際しては、トータルコストを把握し、その縮減に努めるとともに、

それらに係る年度ごとに平準化した計画的な予算の運用を図ります。 

・入善町中央公園については、整備計画に基づき、整備を進めます。 

・その他老朽化した施設は、計画的に更新していきます。 

① 短期方針 

・入善町中央公園は、町民の健康増進や憩いの場として、利用しやすい公園整備を

進めます。 

・日常的な巡回による点検や委嘱している公園管理者からの報告を受け、随時、施

設の補修・保全に努めます。 

・公園遊具の安全点検を定期的に実施し、危険性が認められる遊具については、早

急に修繕及び改修を実施します。 

② 長期方針 

・基本方針に基づき、適正に管理していきます。 

・老朽化した施設については、計画的に更新していきます。 
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11．その他施設 

 

（１）現状と課題 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（２）今後の管理方針 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

駐輪場・駐車場、再生広場、その他施設 

その他施設については、再生広場６施設、駐輪場等が７施設のほか、現在、公の目的に

使用されていない普通財産が８施設あります。 

再生広場は、町民の日常生活に密接な施設であり、施設の適切な維持管理に努めていま

す。 

普通財産は、旧消防署をはじめ、計８施設のうち４施設を貸与しています。今後、取壊

し又は、活用方法の検討が必要です。 

上原宿舎（旧黒部川沿岸農業水利事業所職員宿舎）は、今年度、取壊し予定です。 

西部児童館は、利用者数の減少と施設の老朽化等の理由により、平成 26年度から休館

しています。 

駐輪場・駐車場、再生広場、その他施設 

■基本方針 

・施設の定期的な点検・診断調査を継続して実施し、施設の状態を把握するとともに、

施設の劣化や不具合の早期発見に努め、予防的な対策を実施します。 

・維持管理、修繕等に際しては、トータルコストを把握し、その縮減に努めるとともに、

それらに係る年度ごとに平準化した計画的な予算の運用を図ります。 

・長期間放置して施設事故等を誘発することのないよう、巡回及び定期点検を実施しま

す。 

・普通財産の利活用の検討を積極的に行います。 

・今後とも利用見込みのない施設については、施設の解体撤去等も検討していきます。 

① 短期方針 

・基本方針に基づき、適正に管理していきます。 

・普通財産の利活用の検討を積極的に行います。 

・今後とも利用見込みのない施設については、施設の解体撤去等を検討します。 

・西部児童館については、解体撤去を検討します。 

② 長期方針 

・基本方針に基づき、適正に管理していきます。 
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12．道路 

 

（１）現状と課題 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

道路 

町が管理している町道は、480,344mあり、町民ニーズの高い重要な生活インフラです。 

このうち、幹線道路は、平成 23年度策定の「入善町幹線道路網計画」に基づき計画的

に整備しています。 

また、生活道路は、危険な箇所や町民ニーズの高いところから優先順位を決めて、順次

整備しています。 

なお、当町の町民１人当りの道路延長は、18.4mと県内自治体でも多く、今後の維持

管理費や更新費が多くなると見込まれます。 

 

表 4.1 富山県内市町村別人口１人あたりの道路延長 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※県道、国道は除く 

 

市町村別　人口１人当たり道路延長

市町村 道路延長（ｍ） 人口（人）
人口1人あたりの
道路延長（ｍ）

富山市 3,063,769 419,849 7.30
高岡市 1,439,189 175,719 8.19
魚津市 409,796 43,555 9.41
氷見市 685,515 50,599 13.55
滑川市 285,502 33,681 8.48
黒部市 417,026 42,108 9.90
砺波市 741,383 49,406 15.01
小矢部市 520,256 31,303 16.62
南砺市 1,345,295 53,795 25.01
射水市 823,222 94,701 8.69
舟橋村 23,759 3,077 7.72
上市町 331,455 21,716 15.26
立山町 368,561 26,983 13.66
入善町 480,344 26,109 18.40
朝日町 203,906 13,109 15.55

計 11,138,978 1,085,710 10.26

道路延長は市町村道のみ（国道、県道を除く）
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（２）今後の管理方針 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

道路 

■基本方針 

・道路建設は、今後も必要性を吟味したうえで、「入善町幹線道路網計画」に基づき計

画的に整備を図ります。 

・定期的な点検・診断調査を継続して実施し、道路の状態を把握するとともに、日常的

なパトロール等によって、舗装の劣化や不具合の早期発見に努め、予防的な対策を実

施します。 

・災害発生時には周辺自治体や関係機関と連携・協力し、迅速な救援・復旧・復興に取

り組みます。 

① 短期方針 

・「入善町幹線道路網計画」に基づき、計画的な道路整備を実施します。 

・道路及び付帯構造物の日常パトロール時の点検や定期点検・診断により、施設の

劣化状況を把握するとともに、点検・診断等の履歴を集積・蓄積し、計画的な補

修・更新を実施することにより、維持管理費の平準化を図ります。 

② 長期方針 

・「入善町幹線道路網計画」は、概ね 10 年ごとに計画の見直しを行います。 

・定期点検・診断及び計画的な維持管理を継続して実施するとともに、管理・修繕等

の履歴を蓄積することによって、維持管理・修繕・更新を含む老朽化対策を講じ、

更なるトータルコストの抑制を図ります。 
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13．橋りょう 

 

（１）現状と課題 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（２）今後の管理方針 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

橋りょう 

本町が管理している橋りょう（林道含む）474 橋のうち、橋長 15ｍ以上の大型橋りょ

う（林道含む）は 13橋と少なく、大半は小型橋りょうです。 

現在、耐用年数（60年）を超える橋りょうがないことから、当面、維持管理費は少な

いものと考えられます。 

しかし、昭和 52年～58年頃に建設された橋りょう（昭和 52年の建設本数については、

橋りょう台帳にまとめて記載したものと思われ、昭和 52年以前に整備されたと考えられ

る。）が 300 橋以上あることから、今後は耐用年数を超える橋りょうが増加し、維持管

理費や更新費の増大が見込まれます。 

橋りょう 

■基本方針 

・劣化や損傷等の早期発見に努め、予防的な対策を実施するとともに、橋りょうごとの

健全度や優先度に応じた対策を実施することで、人命に繋がる事故の発生を防止し

ます。 

① 短期方針 

・計画的に点検・診断を実施し、「橋梁長寿命化修繕計画」を策定します。 

・定期点検・診断に加え、日常パトロール時の点検で施設の劣化状況を把握すると

ともに、点検・診断等の履歴を集積・蓄積し、計画的な補修・更新を実施するこ

とにより、維持管理費の平準化を図ります。 

② 長期方針 

・定期点検・診断及び計画的な維持管理を継続して実施するとともに、管理・修繕

等の履歴を蓄積することによって、維持管理・修繕・更新を含む老朽化対策を講

じ、更なるトータルコストの抑制を図ります。 
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14．上水道（簡易水道） 

 

（１）現状と課題 

上水道（簡易水道） 

本町が管理している簡易水道は、水源 18 箇所、配水管約 33km であり、給水人口は

2,864 人となっています。管理にあたっては、台帳化が進んでおらず、管路の延長、井戸

の深さ等の情報整理が必要です。 

また、今後、人口の減少により収益が減少する一方で、施設及び管路共に老朽化が着実

に進行していることから、更新の平準化等の検討が必要です。 

 

（２）今後の管理方針 

上水道（簡易水道） 

■基本方針 

・町民生活に支障が出ないように、点検・診断を定期的に実施し、適切な維持管理、修

繕と更新を行います。 

・劣化や不具合の早期発見に努め、予防的な対策を実施するとともに、施設の健全度や

優先度に応じた対策を実施していきます。 

・災害発生時には町民の生命に係るライフラインであることから、周辺自治体や関係機

関と連携・協力して、迅速な救援・復旧・復興に取り組みます。 

・更新の平準化の検討を行います。 

① 短期方針 

・基本方針に基づき、適正に管理していきます。 

② 長期方針 

・基本方針に基づき、適正に管理していきます。 
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15．下水道 

 

（１）現状と課題 

下水道施設 

下水道施設については、入善浄化センター、小摺戸浄化センターの処理場と吉原ポン

プ場があり、平成 27年度末現在の下水道処理人口普及率は 99.9％と、高い水準に達し

ています。 

入善浄化センターの設備関係については、長寿命化計画に基づき、計画的に更新をし

ています。 

小摺戸浄化センターは、統廃合も含めた更新計画の検討が必要です。 

なお、約 30年後の平成 60 年度から下水道施設の更新が集中することから、今後、更

新の平準化の検討が必要です。 

下水道管 

下水道管は、町内全域下水道区域として平成８年度より整備し、下水道管の総延長は、

367,885mあります。 

約 30年後の平成 60年度から下水道管の更新が集中することから、今後、更新の平準

化の検討が必要です。 

 

（２）今後の管理方針 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

下水道施設・下水道管 

■基本方針 

・快適な日常生活に資する施設として、計画的に施設の保全に努めていきます。 

・劣化や不具合の早期発見に努め、予防的な対策を実施するとともに、施設の健全度や

優先度に応じた対策を実施していきます。 

・更新の平準化の検討を行います。 

① 短期方針 

・基本方針に基づき、適正に管理していきます。 

・入善浄化センターの設備関係については、長寿命化計画に基づき、計画的に更新

していきます。 

・更新の平準化の検討を行います。 

② 長期方針 

・基本方針に基づき、適正に管理していきます。 

・更新の平準化の検討を行います。 


